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掲載内容の詳細は、お問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。

市役所の開庁時間は、原則平日午前８時 30 分〜午後５時です。（正午〜午後１時除く）
in
fo
rm
a
tio
n

お
知
ら
せ

　日ごろから、ごみの減量と資源化の推進にご協力いただきましてありがとうご
ざいます。
　落ち葉や 剪 定枝の排出が増える時期です。市では、家庭で剪定した枝木・雑草

せん

類・落ち葉を、隔週で回収しています。回収日程はごみ・リサイクルカレンダー
をご確認ください。回収した枝木等はチップ化し、 堆 肥等に資源化するほか、バ

たい

イオマス発電燃料としても使用されています。
　燃やすごみの減量・資源化の推進のため、剪定枝の回収にご協力をお願いしま
す。
■出し方渇枝木は長さ１ｍ以内で、１本の太さ１５㎝以内の枝をひもでくくり、直
径３０㎝以内の束にする（針金ではくくらないでください）渇落ち葉、雑草、生け
垣などを剪定した葉っぱは、透明または半透明の４５ℓ以内の袋に入れる（できる
だけ一つの袋にまとめて出してください）渇排出量が増える時期は収集が遅れる
ことがあります
【８月分のごみ排出量報告】
　８月分の燃やすごみ１人１日当たり排出量は、２６５.９ｇとなり、目標値（２７５.４
ｇ）を９.５ｇ下回りました。
 ごみ対策課減量推進係（☎０４２−３８７−９８３５）問

○２００

ごみ1人1日当たりの排出量（単位：g）

（参考）燃やすごみ
前月・前年度同月の排出量 263.4 282.0

29年度
7月

28年度
8月

（参考）燃やさないごみ
前月・前年度同月の排出量 26.8 33.2

29年度
7月

28年度
8月燃やさないごみ

（市内全域） 30.4 33.5 △3.1
8月 目標量 差引

燃やすごみ
（市内全域） 265.9 275.4 △9.5

8月 目標量 差引

やった
目標達成

やった
目標達成

問合先内　容ところと　き名　称
公民館本館
（☎０４２−３８３−１１８４）

公民館事業について
ほか

市役所第二庁舎８
階８０１会議室

１０月１９日（木）
１０：００〜公民館運営審議会

総務課情報公開係
（☎０４２−３８７−９９２６）

個人情報保有等届け
出の報告、諮問につ
いて

市役所第二庁舎８
階８０１会議室

１０月１９日（木）
１８：００〜

情報公開・個人情報保
護審議会

土地開発公社事務局
（☎０４２−３８７−９８５１）

資産（土地）の取得
について　ほか

市役所本庁舎３階
第一会議室

１０月２０日（金）
１０：００〜土地開発公社評議員会

保険年金課国民健康保険係
（☎０４２−３８７−９８３３）

国民健康保険制度改
革について　ほか

市役所本庁舎３階
第一会議室

１０月２５日（水）
１３：３０〜

国民健康保険運営協議
会

介護福祉課包括支援係
（☎０４２−３８７−９８４５）

平成２８年度決算につ
いて　ほか

市民会館・萌え木
ホールＡ会議室

１０月２６日（木）
１４：００〜

介護保険運営協議会地
域包括支援センターの
運営に関する専門委員
会

ごみ対策課減量推進係
（☎０４２−３８７−９８３５）

平成３０年度一般廃棄
物処理計画の策定等
について

市役所第二庁舎８
階８０１会議室

１０月２６日（木）
１８：００〜

廃棄物減量等推進審議
会

企画政策課男女共同参画室
（☎０４２−３８７−９８５３）

男女共同参画施策の
推進について

市役所本庁舎３階
第一会議室

１０月３０日（月）
１４：００〜

男女平等推進審議会
（※）

介護福祉課介護保険係
（☎０４２−３８７−９８２２）計画策定等について市民会館・萌え木

ホールＡ会議室
１１月２日（木）
１４：００〜介護保険運営協議会

ごみ対策課減量推進係
（☎０４２−３８７−９８３５）

清掃関連施設整備基
本計画について

前原暫定集会施設
１階A会議室

１１月２日（木）
１８：００〜

清掃関連施設整備基本
計画検討会議

地域福祉課地域福祉係
（☎０４２−３８７−９９１５）

新施設に求める基本
理念、建設場所、建
設規模、機能等につ
いて

市役所第二庁舎８
階８０１会議室

１１月７日（火）
１８：００〜

（仮称）新福祉会館建
設基本計画市民検討委
員会（※）

子育て支援課子育て支援係
（☎０４２−３８７−９８３６）

計画の進捗状況や実
施状況の評価等につ
いて

市役所第二庁舎８
階８０１会議室

１１月８日（水）
１９：００〜

子ども・子育て会議
（※）

地域福祉課地域福祉係
（☎０４２−３８７−９９１５）

計画策定に向けた検
討

市役所第二庁舎８
階８０１会議室

１１月９日（木）
１８：３０〜

保健福祉総合計画策定
委員会
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。
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２
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議
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催
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す
。
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市
で
は
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東
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の
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前
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住
し
て
い
た
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の
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に
、
現
在
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お
住
ま
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へ
各
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ら
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を
送
付
し
て
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ま
す
。

　

住
民
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録
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有
無
に
か
か
わ
ら

ず
、
ま
だ
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へ
情
報
提
供
を
し
て

い
な
い
場
合
は
、
地
域
安
全
課
へ

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
す
で
に
情
報
提
供
し
て

い
る
場
合
も
、
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内
で
の
転
居
や

市
外
へ
の
転
出
な
ど
、
異
動
が
あ

り
ま
し
た
ら
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
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後
を
絶
た
な
い
振
り
込
め
詐
欺
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た
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「
自
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通
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す
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こ
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な
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▽
録
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（
案
）パ
ブ
リ

パ
ブ
リ

ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
実

ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
実
施施

※保育あり（要事前申込）◆◆各種審議会等の開催日程◆◆


